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2008 年 4 月 23 日 

各 位                                                    

          旭化成株式会社 

旭化成ホームズ株式会社 

 

軒裏天井仕様不備に対する改修工事の実施について 

 

旭化成ホームズ株式会社（本社：東京都新宿区、社長：波多野 信吾）では、昨年 10 月 30

日に発表いたしました納入業者による大臣認定不正取得により改修工事が必要となったご入居

済み建物約 38,000 棟の改修工事実施について、改修工法の開発に目途が立ち、実施に向けた準

備を進めてまいりました。 

その過程で、改修対象建物約 38,000 棟に含まれる、2001 年 7 月から 2006 年 7 月までにご契

約をいただいた建物の内約 22,000 棟の軒裏天井仕様に不備が存在したことが判明いたしまし

た。今後進めます改修工事において、同時に改修を実施いたしますので、お知らせします。 

お客様をはじめ皆様には、大変ご迷惑をおかけしますことを、お詫び申し上げます。 

 

1．仕様不備の内容 

当社では、昨年発表した改修工事の対象となられたお客様には、ご注文いただいた建物の軒裏

部分を、1時間準耐火構造 (※1)とすることをお約束しておりました。そのためには、軒裏部分

に設置するスリット型の通気見切り材を全て加熱発泡材(※2)付きの部材とする必要がありまし

たが、前述の約22,000棟においては、加熱発泡材の無い通気見切り材を使用しておりました。 

 

2．原因 

当社では 1997 年 11 月に該当部位にスリット型の通気見切り材を採用し、防火指定区域内（※

3）に建築される建物の「延焼のおそれのある部分」（※4）に設置される場合には該当部材を加

熱発泡材「付き」、それ以外の地域は「無し」に区分し運用しておりました。 

2001 年 7 月に、当社では一部の建物を除き、1 時間準耐火構造の性能を満たすことをお客様

にお約束いたしました。当社ではその際にこの運用を継続することに問題は無いと判断してい

ました。また、2006 年 8 月に防火指定の有無に係わり無く、全ての建物に加熱発泡材を設置す

ることを含んだ仕様改訂を実施した際にも、同様の考えからそれまでの供給物件に問題がある

とは考えておりませんでした。 

しかしながら、改修工事方法の開発を行う過程で当社の運用上の不備が判明し、1時間準耐火

構造の性能が実現できない要因の一つとなる可能性があったと判断したことから、当社の責任に

て該当部分の改修工事を実施することに決定しました。 

なお、本件による建築基準法上の問題はございません。 

 

3．今後の改修対応 

今後実施予定の 1 時間準耐火構造の性能を満たす軒裏天井仕様への改修工事の中で、同時に

改修いたします。 

 

4．業績に与える影響 

今回の改修工事に伴い発生する工事費用は現在精査中ですが、当社責任部分について、2008

年 3 月期の旭化成株式会社の連結決算において特別損失として約 30 億円計上する予定です。 

 

以 上 
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【ご参考】 

※1 時間準耐火構造 

壁・柱・床などの建築物の部分が、通常の火災による延焼を 1 時間抑制する為の性能をもった

構造。 

 

※2  加熱発泡材 

加熱により膨張し通気通路を遮断する材料 

＜加熱発泡材姿＞ 

 

※3  防火指定区域 

都市防災のために、都市計画法により指定される「防火地域」「準防火地域」の指定を受けた地

域 

 

※4  延焼のおそれのある部分 

建築物の部分が、道路中心線・隣地境界線から、1 階は 3ｍ以下、2 階以上は 5ｍ以下の距離に

あるものをいう（同一敷地内の 2 棟以上の棟は相互の外壁間距離の中心線から同様） 

 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

旭化成株式会社         広報室  TEL:03-3507-2060 

旭化成ホームズ株式会社 広報室  TEL:03-3344-7115   

＜通気見切り材が設置された軒裏部分詳細＞ 


